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債務不存在確認の訴え（消極的確認訴訟）における国際裁判管轄規定 

（民訴法３条の３第３号と第８号）の解釈が示された事例 

～東京地裁平成 29年 7月 27日判決1～ 
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１．はじめに 
 

グローバル経済の下、日本企業が外国裁判所に訴えられることは、たいして珍しいものではな

い。中小企業であっても例外ではなく、日本国内にしか主要な資産を有していない中小企業が外

国訴訟で被告とされることも少なくない。 

しかし、外国裁判所での訴訟追行には種々の困難が伴い、多額の弁護士費用がかかることも多

い。日本企業としては、できることなら外国裁判所ではなく、日本の裁判所で訴訟を行いたい。

特に日本国内にしか主要な財産を有しない企業の場合には、日本の裁判所から債務不存在確認判

決（消極的確認判決）を得ていれば、たとえ外国訴訟で敗訴したとしても、日本国内での強制執

行を免れる可能性がきわめて高くなる。日本の判決と相容れない外国判決は、日本の公序に反す

る（民訴法 118条 3号）として、日本では承認・執行されないと解されるからである。 

そこで、外国裁判所で給付訴訟を提起された場合に、日本の裁判所で対抗訴訟である債務不存

在確認の訴え（消極的確認訴訟）を提起することも多い。ただし、日本で対抗訴訟を起こす場合

にも、日本の国際裁判管轄が認められることが必要となる。国際裁判管轄法制を整備した平成２

３年民訴法改正の際に、債務不存在確認の訴えについての国際裁判管轄規定を設けるかどうかが

議論されたが、最終的に、明文規定は設けられず、個々の国際裁判管轄規定の解釈にゆだねられ

た（佐藤達文＝小林康彦編『一問一答・平成 23年民事訴訟法等改正』（商事法務、2012年）83頁）。 

本件は、消極的確認訴訟における民訴法３条の３第３号と第８号の解釈を示した事例である。 

 

 

２．事実の概要 
 

原告Ｘは日本の   社であ 、被告Ｙはカナダ法人である。Ｙは日本国内にその支店や営業
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所等を有しない。 

Ｙは、平成２８年(２０１６年)１月、 国     地区連邦裁判所に対し、Ｘほか２社（Ｘ

ら）を相手方として、Ｘらに る      製品(原告製品)の  等がＹの有する 国特許権

を侵害する行為にあたるとして、  行為の  め  損害賠償等を求める訴訟を提起した(別件

 国訴訟)。 

これに対してＸは、「ＹがＸに対し本件 国特許権の侵害に る損害賠償請求権を有しないこ

と」の確認を求める訴えを東京地裁に提起した。これが本件訴えである。 

Ｙは、［１］本件訴えについて、日本の国際裁判管轄が認められないこと、［２］仮に、日本の裁

判所に本件訴えの管轄が認められるとしても、本件訴えについては「日本の裁判所が    裁

判をすることが当事者間の衡平を害し、 は 正かつ  な  の  を  ることとなる特別

の事情」(民訴法 3条の 9)があると認められるから、これを 下す きであると主張している。 

 

 

３．判旨 
 

「本件訴えを 下する」。 

 

（１）国際裁判管轄の有無について 

(ａ) 民訴法３条の３第８号に  く管轄について 

「  Ｘは、別件 国訴訟においてＹの主張するＸの不法行為(本件 国特許権の侵害行為)は、

 国内の行為  日本を   国 外の行為であるから、民訴法３条の３第８号  ３条の６に

  き、本件訴えの管轄が日本の裁判所に認められる旨主張する。 

  しかしながら、Ｙは、『別件 国訴訟において本件 国特許権の侵害行為として日本国内に

おけるＸの行為は対象としていない』旨主張している。 

また、別件 国訴訟の訴状の 載を検討しても、Ｙの  主張が裏付けられる。すなわち、  

別件 国訴訟の訴状の『管轄区 お  裁判地』欄には、『Ｘは 国内お  本地区内で  に事

業を営 でお  在も日 的に事業を営 でいる。』とか、『特許侵害に関するＹの訴 は本地区で

のＸの活動に直接起 している。』として、不法行為地を本地区(     地区)に 定するもの

と解される 載がある。また、  『Ｘの侵害行為』欄には、『Ｘは訴訟対象の特許が   う 

   を    でいる      製品を 国内で製造し、使用し、使用される うにし、 

 出し、  してお 、 国に輸入している(またはいずれか１つ)。』とか、『Ｘは本地区を めて

 国でＸなら に第三者の製造業者、  店、お  輸入業者(またはいずれか 1 つ)に  製造

される、使用される、使用される うにしている、  出される、  される、または 国に輸入

される特許を侵害している      製品を購入している。』として、『本地区を めて 国で』

の行為を侵害行為として整 している。 
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そうすると、別件 国訴訟で不法行為として主張されている対象行為は、 国内におけるＸの行

為であると認められる。 

  この点につき、Ｘは、別件 国訴訟の訴状の『管轄区 お  裁判地』欄における『Ｘは本

地区で特許侵害の不法行為をして本地区で の人が特許侵害を行う う仕向けている(またはい

ずれか一方)。』との 載等を  するが、    示の 載など別件 国訴訟の訴状  の 載

を 合すれば、   の うに認めるのが相当である。 

  したがって、民訴法３条の３第８号に  き、本件訴えの管轄が日本の裁判所にあると認め

ることはできない。 

(なお、念のため付言すると、この点を措いても、Ｙが『別件 国訴訟において本件 国特許権

の侵害行為として日本国内におけるＸの行為は対象としていない』旨主張している  、本件訴

えのうち、当 行為に  く損害賠償請求権の不存在確認を求める部分は、訴えの利益を欠くこ

とになる。)」 

(ｂ) 民訴法３条の３第３号に  く管轄について 

「Ｘは、ＹのＸに対する損害賠償請求において し さえることのできる『原告』の財産が日

本国内にあるから、民訴法３条の３第３号に  き、本件訴えの管轄が日本の裁判所に認められ

る旨主張する。 

しかしながら、本件訴えが消極的確認訴訟であることをもって、直ちに同号の『被告』を『原

告』に   えることが相当であるということはできない。同号の 旨が、日本に生活の本拠を

有しない者に対する権利の 行を容易にするために、請求の目的物の所在地 は財産所在地に管

轄原 を認め、執行の対象となる財産の所在地で債務  を 得する を確 するとこ にある

ことに ら ば、この うな 旨は本件の うな債務不存在確認訴訟に当てはまるものとはいえ

ない。 

したがって、執行可能な『原告』の財産が日本国内にあることをもって、同号に  き、本件訴

えの管轄が日本の裁判所にあると認めることはできない。」 

 

（２）「特別の事情」について 

「  に れば、本件訴えの管轄が日本の裁判所にあるとは認められないが、念のため、仮に

その点を措いた場合に、民訴法３条の９にいう『事案の性質、応訴に る被告の負担の程度、証

拠の所在地その の事情を考慮して、日本の裁判所が    裁判をすることが当事者間の衡平

を害し、 は 正かつ  な  の  を  ることとなる特別の事情』があるか否かについて

も検討する。 

本件訴えは、その提起 に 国     地区連邦裁判所に提起されていた別件 国訴訟にお

いてＹの主張する損害賠償請求権の不存在確認を求めるものである。また、別件 国訴訟におい

てＹの主張するＸの不法行為は、    のとお であ 、その内容に ら ば、本件訴訟の本
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案の  において想定される主な争点は、 国内において流通する原告製品の構成、原告製品の本

件 国特許権に る 明 の  的  の 否  本件 国特許権の有 性等であると解される

とこ 、これらの争点に関する証拠方法は、主に 国に所在するものと解される。そして、  の

証拠の所在等に ら ば、これを日本の裁判所において    ることは、外国法人であって日

本国内にその支店や営業所等を有しないＹに 大な負担を課することになるといえる。 

これらの事情に ら ば、ＸとＹの 社規模の 異やＡからの本件事業  の経 に関する証

拠の所在などＸの主張する事情を考慮しても、本件については、民訴法３条の９にいう『日本の裁

判所が    裁判をすることが当事者間の衡平を害し、 は 正かつ  な  の  を  

ることとなる特別の事情』があるという きである。」 

 

（３）結論 

「 って、本件訴えは不 法であるからこれを 下する」。 

 

 

４．本判決の意義 
 

本判決の意 として、①金銭支払を請求する訴えに関する被告の財産所在地の国際裁判管轄（民

訴法 3条の 3第 3号）について、消極的確認訴訟においては原告の財産所在を根拠とできないこ

とを判示した点［判旨(１)(ｂ)］、②不法行為地の国際裁判管轄（民訴法 3条の 3第 8号）につい

て、消極的確認訴訟においてもその 用があ 、被害者の主張を 提として「不法行為があった

地」の判断を行うことを示した点［判旨(１)(ａ)］、③関連訴訟が外国裁判所に  する場合（広

 の国際訴訟競合の場合）の処 につき、最高裁平成 28 年 3 月 10 日判決（Westlaw Japan文献

番号 2016WLJPCA03109002）と同様に「特別の事情」（民訴法 3条の 9）の有無を 準として判断す

ることを示した点［判旨(２)］、を挙 ることができ う。 

 

（１）民訴法３条の３第３号 

第１に、財産権 の訴えで、金銭の支払を請求するものである場合には、「 し さえることが

できる被告の財産が日本国内にあるとき（その財産の価額が著しく低いときを除く。）」（民訴法 3

条の 3第 3号）に、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められる。問題となるのは、債務不存在確

認の訴えにも、民訴法３条の３第３号の 用があるかという点である。 

立法 程では、次の うな議論がなされた。すなわち、「金銭債権の所在地は債務者の普通裁判

籍の所在地であると考えられることから、金銭債務の不存在確認の訴えの国際裁判管轄について

 し えることのできる財産の所在地に る管轄を認めると、 に原告の住所地のある国の裁判

所に管轄権が認められることとな ます。そうすると、被告に不利益を ぼすとして、金銭債務

の不存在確認の訴えについては、  可能財産の所在地に る管轄権を認める きではないとの

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I8e9135b0e77111e5b471010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I8e9135b0e77111e5b471010000000000&from-delivery=true
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考え方があ ますが、今回の改正では、債務不存在確認の訴えについて特段の規定は設けられず、

この点については解釈に委ねられています」（ 掲・一問一答・46頁）。 

本判決は、「日本に生活の本拠を有しない者に対する権利の 行を容易にするために、請求の目

的物の所在地 は財産所在地に管轄原 を認め、執行の対象となる財産の所在地で債務  を 

得する を確 する」という 旨に らして、民訴法３条の３第３号が消極的確認訴訟に妥当し

ないことを判示した、おそらく初めての公表裁判例である。 

 

（２）民訴法３条の３第８号 

第２に、不法行為に関する訴えについては、「不法行為があった地が日本国内にあるとき（外国

で行われた加害行為の結果が日本国内で 生した場合において、日本国内におけるその結果の 

生が通 予見することのできないものであったときを除く。）」（民訴法 3条の 3第 8号）に、日本

の裁判所の国際裁判管轄が認められる。問題となるのは、不法行為に  く損害賠償債務の不存

在確認の訴えにも、民訴法３条の３第８号の 用があるかという点である。裁判例の多数は、肯

定 であると思われる（平成 23年改正 の裁判例の多数も消極的確認訴訟についても不法行為地

管轄を肯定してお 、そして横浜地裁平成 26 年 8 月 6 日判決（Westlaw Japan 文献番号

2014WLJPCA08066003）は、民訴法３条の３第８号が消極的確認訴訟にも 用されることを判示し

たおそらく初めての公表裁判例である）。本判決も、民訴法３条の３第８号が消極的確認訴訟にも

 用されることを肯定する。 

次に、消極的確認訴訟の場合に、管轄原 事 である「不法行為があった地」をどの うに特

定す きかが問題となる。この点につき、 掲・横浜地裁平成 26年 8月 6日判決は、「不法行為

に  く損害賠償請求権の不存在確認の訴えに関しては、原則として、原告が日本国内でした行

為に  被告の権利利益について損害が生じたか、原告がした行為に  被告の権利利益につい

て日本国内で損害が生じたとの事 関 を被告が主張していることが証明されれば足 」ると判

示した。本判決も 本的には同様の立場をとっているものと思われる。 

 

（３）特別の事情（民訴法３条の９） 

第３に、「裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合  において

も、事案の性質、応訴に る被告の負担の程度、証拠の所在地その の事情を考慮して、日本の

裁判所が    裁判をすることが当事者間の衡平を害し、 は 正かつ  な  の  を 

 ることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの 部 は一部を 下することがで

きる」（民訴法 3条の 9）。本判決は、「念のため」、「特別の事情」の有無を検討する。 

まず、本件訴えが「別件 国訴訟においてＹの主張する損害賠償請求権の不存在確認を求めるも

のである」として事案の性質を  し、次に、本件訴訟の本案の  において想定される主な争

点を明らかにした後、これらの争点に関する証拠方法が主に 国に所在すると判示する。そして、

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I9f616950941a11e5a581010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I9f616950941a11e5a581010000000000&from-delivery=true
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証拠の所在等に ら ば、Ｙに 大な負担を課することになるとして、「特別の事情」があると認

定した。この点は、 掲・最高裁平成 28年 3月 10日判決の判断枠  と類似すると言え う。

ただ、本判決では、 掲・最高裁平成 28年 3月 10日判決とは異な 、原告と被告の 社規模の

 異をも考慮している点は、注目に値する。 

 

 

 

（掲載日 2017年 11月 27日） 

                             

1 本件判決の詳細は、東京地裁平成 29年 7月 27日判決Westlaw Japan文献番号 2017WLJPCA07279006を参 。 
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